
平成29年度うるま市国民健康保険収納対策緊急プラン（抜粋）８月１日作成
うるま市では「うるま市国民健康保険収納対策緊急プラン」を作成して、国保税の未納者に対する指導を強化しています。
国保税の未納がある方は、早期の納付をお願いします。

夜間相談窓口
実施中！！

　国民健康保険課では、夜間窓
口を開設しております。お仕事な
どで日中お越しになれない方や、
納税についてお困りのことがあ
りましたら、ご相談ください。
【日時】毎週木曜日 午後8時まで
　　　（※年末年始、祝日等を除く）
【場所】国民健康保険課窓口
　　　（本庁舎　東棟　1階）

１．滞納状況の解消
①窓口相談や訪問指導および広報による周知等により他保険加入者
の発見に努め、早期に資格喪失届の提出を勧奨する。
②年２回、催告書を発布し納付の勧奨を行う。
③未申告者のリストを作成し、訪問や窓口来所時に申告の指導を行い
保険税賦課の適正化を図る。
④短期証の発行により滞納者との接触の機会を図り納税指導へつなげる。
２．徴収方法の改善等
①納税等お知らせセンタ－より初期滞納者への早期接触を図り、滞納
の累積を防止する。
②業務時間内に来所できない市民のために、臨時的に開設している夜
間窓口について、今年度も毎週木曜日に開設する。

③納税指導員会議を毎月開催するとともに勉強会を随時実施し、国保
税徴収業務の向上を図る。
④４月および５月を年度末特別対策期間とし、11月および12月を市税等納
付推進月間（国保税収納対策月間）として、集中的に収納対策に取り組む。

３．滞納処分の実施
①滞納者が転出した場合は、その転出者の転出先住所での居住を確
認するとともに、転出者の財産調査を行う。
②１年以上の長期滞納者については、前住地・本籍地も含め財産調査
を行う。
③納税課滞納整理班と連携して調査・捜索等を実施し、預貯金、給与、
国税還付金、軍用地料等債権の差押えや動産・不動産など財産の差
押えおよび公売を実施する。（納税相談に応じない滞納者には、車両
のタイヤロックやミラーズロックをおこなっております。）
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1人当たりの医療費と国保累計赤字額の推移
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